
「志賀原子力発電所における県・地元町への連絡基準に係る覚書」

連絡区分Ⅲに係る連絡（平成１７年４月分）について

本日、北陸電力㈱から、「志賀原子力発電所における県・地元町への連絡基準に係る覚

書」連絡区分Ⅲ（保守情報として連絡することが適当なもの）に該当する平成１７年

４月分の連絡があった。概要は以下のとおり。

４月１６日午前１０時３０分頃、廃棄物処理設備において、廃液を移送する試験を実

施したところ、廃液の移送配管から分岐している排水管の排水受口から廃液がこぼれた。

原因は、排水管に取り付けられている弁を閉状態とし、排水管に廃液が流れないよう

にしていたところ、操作レバーの取付方向を誤って開と閉を逆に取り付けたため、弁が

開状態となり、廃液が排水管を流れたことによるものである。

北陸電力では、操作レバーと弁に印を付けることにより、取付方向を間違わない対策

を取ることとしている。

本事象は、放射性物質の外部への放出もなく、また、安全上問題となるものではない

が、県では、再発防止対策等に関して、今後の立入調査により確認していくこととして

いる。

参考北陸電力ＨＰ：http://www.rikuden.co.jp/shika/osirase/pdf/05051001.pdf
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